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１．はじめに

3

 2023年8⽉31⽇に申請を⾏った所内常設直流電源設備（３系統⽬）に係る設計及び⼯事計画認可申請書（以下
「設⼯認」という。）について，ヒアリングに先⽴ち申請書を確認していたところ，耐震性についての計算書（以下「耐震計算
書」という。）の評価結果の数値，評価モデル図等の⼀部において，記載に誤りがあることを確認した（2023 年11⽉1⽇
及び2023 年11⽉20⽇の⾯談にて報告）。

 11⽉1⽇の⾯談以降，所内常設直流電源設備（３系統⽬）の設⼯認と同時に申請した⼯事計画認可（2018年10
⽉18⽇付け原規規発第1810181号にて認可）（以下「既⼯認」という。）の変更認可申請（以下「ＳＡ変認」とい
う。）を含め，耐震計算書及び審査の対象箇所となる数値を含む記載内容について確認を⾏った。

 その結果，ＳＡ変認において類似の記載の誤りを確認した。また，記載の適正化を要する箇所を確認した。 （2023 年
11⽉20⽇の⾯談にて報告）

 以降に本記載誤りの概要，発⽣原因，記載誤りを踏まえた他申請件名の追加点検及び今後の対応について報告する。
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２．記載誤りの概要について（1／17）
（1）記載誤りの発⾒経緯
 今回の記載誤りの発⾒に⾄った経緯は以下のとおりである。

・ 2023年3⽉頃から複数の者により，所内常設直流電源設備（３系統⽬）の設⼯認の申請書（添付書類含む。以
下同じ。）の作成業務に着⼿し，2023年8⽉31⽇に申請を⾏った。

・ 2023年9⽉11⽇から設⼯認のヒアリングが開始され，2023年10⽉下旬に耐震計算書のヒアリングが設定された（実
際のヒアリング⽇は2023年11⽉1⽇）。

・ ヒアリングに当たり，申請書の作成業務に携わった者の中の1名の担当者は，代表としてヒアリングでの説明を任されたた
め，ヒアリングに先⽴ち，他の担当者が作成した申請書を含めて内容の確認を⾏っていたところ，2023年10⽉17⽇に
耐震計算書の評価結果の数値，評価モデル図等の⼀部において，記載に誤りがあることを確認※した。

・ 2023年10⽉19⽇，本記載誤りについて原⼦⼒規制庁殿へ⾯談の申し⼊れを⾏った。
・ 2023年11⽉1⽇，⾯談にて耐震計算書等における数値，評価モデル図等の記載誤りの確認結果について報告した

（速報）。
・ 2023年11⽉1⽇の⾯談以降，所内常設直流電源設備（３系統⽬）の設⼯認と同時に申請したＳＡ変認を含め，

耐震計算書及び審査の対象箇所となる数値を含む記載内容について追加点検を⾏った。
・ 2023年11⽉20⽇，⾯談にて上記の追加点検結果を含めた記載誤りの点検内容，点検結果，発⽣原因及び対策

等について報告した。
※︓ヒアリングを任された担当者は耐震計算書の作成に精通していたため，他の担当者が作成した耐震計算書の記載誤りを発⾒することができた。

（2）記載誤りの内容
 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの内容を別紙1に⽰す。なお，追加点検

として実施したＳＡ変認の確認結果については，「４．記載誤りを踏まえた他申請件名の追加点検について」に⽰す。
 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りについて整理すると，「① 耐震設計に係

るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い」，「② 既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書
を作成したことによる反映間違い」，「③ ①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い」，及び「④
審査に直接影響を及ぼさない記載誤り（適正化が必要な事項）」に区分される。

 区分①から区分③の記載誤りの集約結果を表2-1及び表2ｰ2に，区分④の記載誤りの集約結果を表2-3及び表2ｰ4に
⽰す。また，区分①から区分④の具体的事例を表2ｰ5から表2ｰ8に⽰す。
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２．記載誤りの概要について（2／17）

5

No. 図書番号 図書名称 記載誤りの内容 区分

1

資料7-3-2 125V系蓄電池（３系統⽬）の耐震
性についての計算書

蓄電池架台の数ではなく，架台1個当たりの蓄電池セ
ル数を記載していた

①
（3箇所）

2 不要な固有周期の算出⽅法を記載していた ②

3 評価モデルを4個並び2段1列と同じではなく，架台に
合わせたものにする必要があった

①
（2箇所）

4 転倒⽅向に対して，短辺・⻑辺の引張⼒の⼩さい数
値を転記していた ①

5 メーカ設計図書から数値を転記する際に，誤った数値
を記載していた ①

6 資料7-3-4 直流125V主⺟線盤（３系統⽬）の
耐震性についての計算書 転倒⽅向に作⽤するボルト列の表記に誤りがあった ①

7
資料7-3-5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）

の耐震性についての計算書
メーカ設計図書から誤った数値を転記していた ①

（13箇所）

8 メーカ設計図書から誤ったEL.を転記していた ①

表2-1 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの集約結果（記載誤りの内容）
【区分①から区分③】（1／3）

【区分の凡例】
① 耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い
② 既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い
③ ①の転記間違い及び②の反映間違いに付随した間違い
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２．記載誤りの概要について（3／17）

No. 図書番号 図書名称 記載誤りの内容 区分

9

資料7-3-6 直流125V遠隔切替操作盤（３系統
⽬⽤）の耐震性についての計算書

盤の概略構造図及び評価モデル図について，取付ボ
ルトに係る箇所に誤りがあった。

①
（2箇所）

10 主体構造の括弧内の記載は「⾃⽴閉鎖型」ではなく
「壁掛形」が適正であった ②

11 構造の記載は「直⽴形」ではなく「壁掛形」が適正で
あった ②

12 注記の記載が不要であった ②

13 メーカ設計図書から誤ったEL.を転記していた ①

14 機能確認済加速度について，既⼯認記載の数値と同
じとした

②
（2箇所）

15 資料7-別添1-1 無停電電源装置（３系統⽬⽤）の
耐震性についての計算書 転倒⽅向に作⽤するボルト列の表記に誤りがあった ①

16

資料7-別添1-2 125V系蓄電池（３系統⽬）の耐震
性についての計算書

①の転記間違い（No.1）に付随したもの ③
（3箇所）

17 ②の反映間違い（No.2）に付随したもの ③

18 ①の転記間違い（No.3）に付随したもの ③
（2箇所）

19 資料7-別添1-4 直流125V主⺟線盤（３系統⽬）の
耐震性についての計算書 ①の転記間違い（No.6）に付随したもの ③

表2-1 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの集約結果（記載誤りの内容）
【区分①から区分③】（2／3）
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２．記載誤りの概要について（4／17）

No. 図書番号 図書名称 記載誤りの内容 区分

20

資料7-別添1-5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

①の転記間違い（No.7）に付随したもの ③
（13箇所）

21 メーカ設計図書から誤った数値を転記していた ①
（8箇所）

22 ①の転記間違い（No.8）に付随したもの ③

23

資料7-別添1-6 直流125V遠隔切替操作盤（３系統
⽬⽤）の耐震性についての計算書

①の転記間違い（No.9）に付随したもの ③
（2箇所）

24 ②の反映間違い（No.10）に付随したもの ③

25 ②の反映間違い（No.11）に付随したもの ③

26 ②の反映間違い（No.12）に付随したもの ③

27 ①の転記間違い（No.13）に付随したもの ③

28 ②の反映間違い（No.14）に付随したもの ③
（2箇所）

29 補⾜-7
所内常設直流電源設備（３系統
⽬）の設置による重量増加に対する建
屋の影響評価について

メーカ設計図書内に複数ある数値の中から，本来の条
件と異なる数値を転記していた

①
（5箇所）

表2-1 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの集約結果（記載誤りの内容）
【区分①から区分③】（3／3）
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２．記載誤りの概要について（5／17）
表2-2 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの集約結果

【区分①から区分③】

区分 記載誤りの内容 ⾴数 箇所数

① 耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い 16 39

② 既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い 5 6

③ ①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い 13 29
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２．記載誤りの概要について（6／17）
表2-3 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの集約結果（記載誤りの内容）

【区分④】 （1／4）
【区分の凡例】
④ 審査に直接影響を及ぼさない記載誤り（適正化が必要な事項）

No. 図書番号 図書名称 記載誤りの内容 区分

1
資料7-3-2 125V系蓄電池（３系統⽬）の耐震

性についての計算書

⽬次に不要な項⽬を記載していた ④

2 EL.の数値を有効桁⼩数点第⼀位までしか記載してい
なかった

④
（3箇所）

3
資料7-3-4 直流125V主⺟線盤（３系統⽬）の

耐震性についての計算書

数値と単位の間に半⾓スペースが抜けていた ④
（3箇所）

4 直流125V主⺟線盤（3系統⽬）の「直流」が抜けて
いた ④

5
資料7-別添1-2 125V系蓄電池（３系統⽬）の耐震

性についての計算書

⽬次に不要な項⽬を記載していた ④

6 EL.の数値を有効桁⼩数点第⼀位までしか記載してい
なかった

④
（3箇所）

7 資料7-別添1-4 直流125V主⺟線盤（３系統⽬）の
耐震性についての計算書 数値と単位の間に半⾓スペースが抜けていた ④

（3箇所）
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10

２．記載誤りの概要について（7／17）
表2-3 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの集約結果（記載誤りの内容）

【区分④】 （2／4）

No. 図書番号 図書名称 記載誤りの内容 区分

8 （要⽬表） 125V系蓄電池（３系統⽬） 数値と単位の間に半⾓スペースが抜けていた ④

9
（基本設計⽅

針） 基本設計⽅針 ⾮常⽤電源設備
可搬型代替直流電源設備の「代替」が抜けていた ④

所内常設直流電源設備（３系統⽬）を常設代替
直流電源設備（３系統⽬）と記載していた ④10

11

資料1-1 発電⽤原⼦炉の設置の許可との整合
性に関する説明書（ヌ項）

可搬型代替直流電源設備の「代替」が抜けていた ④

12 所内常設直流電源設備（３系統⽬）を常設代替
直流電源設備（３系統⽬）と記載していた ④

13 数値と単位の間に半⾓スペースが抜けていた ④

14 資料2-別添2 設定根拠に関する説明書（別添） 表中の注記（＊３）の記載が不要だった ④
（2箇所）

15 資料3
安全設備及び重⼤事故等対処設備が
使⽤される条件の下における健全性に
関する説明書

可搬型代替直流電源設備の「代替」が抜けていた ④
（2箇所）

16
資料5-2 防護すべき設備の設定

設置⾼さのEL.に設置建屋のEL.を記載していた ④

17 溢⽔防護区画のEL.を記載していなかった ④

18 資料5-4 溢⽔影響に関する評価 設置⾼さのEL.に設置建屋のEL.を記載していた ④
（3箇所）
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２．記載誤りの概要について（8／17）
表2-3 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの集約結果（記載誤りの内容）

【区分④】 （3／4）

No. 図書番号 図書名称 記載誤りの内容 区分

19 資料7-3-3 直流125V充電器（３系統⽬）の耐
震性についての計算書 数値と単位の間に半⾓スペースが抜けていた ④

（3箇所）

20 資料7-4 ⽔平２⽅向及び鉛直⽅向地震⼒の組
合せに関する影響評価結果 「しないもの」の「も」が抜けていた ④

21
資料7-別添1-3 直流125V充電器（３系統⽬）の耐

震性についての計算書
数値と単位の間に半⾓スペースが抜けていた ④

（3箇所）

22 記載すべき注記が反映されていなかった ④

23 第4-2図
その他発電⽤原⼦炉の附属施設 ⾮
常⽤電源設備 その他の電源装置
（電⼒貯蔵装置）の構造図 125V
系蓄電池（３系統⽬）

架台の⾼さの記載が誤っていた ④

24 補⾜-4 125V系蓄電池（３系統⽬）の負荷
切り離し及び給電操作⼿順について 可搬型代替直流電源設備の「代替」が抜けていた ④

25 補⾜-9 所内常設直流電源設備（３系統
⽬）の電線路について 可搬型代替直流電源設備の「代替」が抜けていた ④

（2箇所）

26 補⾜-10
配置場所（特定重⼤事故等対処施
設の建屋）への耐震設計上の機器荷
重について

蓄電池と架台の重量の内訳が誤っていた ④
（3箇所）
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２．記載誤りの概要について（9／17）

区分 記載誤りの内容 ⾴数 箇所数

④ 審査に直接影響を及ぼさない記載誤り（適正化が必要な事項） 36 51

表2-4 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの集約結果【区分④】

表2-3 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの集約結果（記載誤りの内容）
【区分④】 （4／4）

No. 図書番号 図書名称 記載誤りの内容 区分

27 補⾜-14 第54条に対する適合性の整理表（重
⼤事故等対処設備の健全性評価） 可搬型代替直流電源設備の「代替」が抜けていた ④

（2箇所）

28 補⾜-15
東海第⼆発電所 所内常設直流電源
設備（３系統⽬）設置⼯事に係る設
計及び⼯事計画認可申請について

可搬型代替直流電源設備の「代替」が抜けていた ④

所内常設直流電源設備（３系統⽬）を常設代替
直流電源設備（３系統⽬）と記載していた

④
（3箇所）
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表2-5 耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違いの具体的事例【区分①】

２．記載誤りの概要について（10／17）

（No.4※） 資料7-3-2 125V系蓄電池（３系統⽬）の
耐震性についての計算書

（3個並び2段1列のボルトに作⽤する引張⼒の記載）

（No.3※） 資料7-3-2 125V系蓄電池（３系統⽬）の
耐震性についての計算書

（3個並び2段1列の評価モデル図の記載）

※︓表2-1中に⽰すNo.に対応している。

上記の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係を図2-1及び図2-2に⽰す。
その他の【区分①】に区分される記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係については別紙２参照。

異なる２種類の構造があるもの
の同一構造と誤認し，誤った図
面を貼付した。

転倒方向に対して，短辺・長辺の引張力の
小さい数値を転記していた。

13



２．記載誤りの概要について（11／17）

図2-1 No.4の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係【区分①】

（No.4） 資料7-3-2 125V系蓄電池（３系統⽬）の
耐震性についての計算書

（3個並び2段1列のボルトに作⽤する引張⼒の記載）

転倒方向に対して，短辺方向及び長辺方向の評価のうち，
引張力の大きい数値を記載するべき箇所に小さい数値を記載。

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

：正しい転記数値（青実線）

2.640×103

14

メーカ設計図書（抜粋）
125V系蓄電池（３系統⽬）（3個並び2段1列）

耐震評価結果

14



２．記載誤りの概要について（12／17）

メーカ設計図書（抜粋）
125V系蓄電池（３系統⽬）

（3個並び2段1列）評価モデル図（構造図）

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

：正しく記載された図（青実線）

評価モデル図を同一図書内
の別の評価モデル図（4個
並び2段1列）を記載。

（No.3） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）の
耐震性についての計算書

（3個並び2段1列の評価モデル図の記載）

本来記載すべき図

15

図2-2 No.3の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係【区分①】

15



（No.12※） 資料7-3-6 直流125V遠隔切替操作盤（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書（注記の記載）

16

表2-6 既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違いの具体的事例【区分②】

２．記載誤りの概要について（13／17）

注記の記載が不要であった。

上記の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係を図2-3に⽰す。
その他の【区分②】に区分される記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係については別紙２参照。

※︓表2-1中に⽰すNo.に対応している。

16
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図2-3 No.12の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係【区分②】

２．記載誤りの概要について（14／17）

本設備は壁掛形であり，転倒方向毎の機器要目は記載不要としているため
注記は不要。

（No.12） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（機器要⽬の注記の記載）

（既⼯認添付書類より抜粋）
V-2-10-1-6-2 緊急⽤無停電電源装置の耐震性

についての計算書（機器要⽬の注記の記載）

【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：基にした耐震計算書の記載（緑実線）

17



（No.28※１）資料7ｰ別添1ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書
（機能確認済加速度の記載）

18

表2-7 ①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違いの具体的事例【区分③】

２．記載誤りの概要について（15／17）

※1︓表2-1中に⽰すNo.と対応している。

上記の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係を図2-4に⽰す。
その他の【区分③】に区分される記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係については別紙２参照。

既工認の類似設備の耐震計算書を基に作成した結果，数値
の反映間違いがあったＳｓの耐震計算書（No.14）を基に，Ｓd又
は静的地震力による耐震計算書を作成※２したため，Ｓｓの耐
震計算書の間違いが残った。

※2︓所内常設直流電源設備（３系統⽬）は，技術基準規則第72条の特に⾼い信頼性の要求を受けて，Ｓｓによる耐震計算に加えてＳｄ⼜は静的
地震⼒による耐震計算を実施している。

18



（No.28）資料7ｰ別添1ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書
（機能確認済加速度の記載）

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

3.00

1.00

（No.14）資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書
（機能確認済加速度の記載）

既工認の類似設備の耐震計算書の「機能確認済加速度」の修正漏れ。

3.00

1.00

図2-4 No.28の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係【区分③】

２．記載誤りの概要について（16／17）

②の反映間違い（No.14）に付随して発生した。

19
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（No.4※） 資料7ｰ3ｰ4 直流125V主⺟線盤（３系統⽬）の耐震性についての計算書（設備名称の適正化）

20

表2-8 審査に直接影響を及ぼさない記載誤り（適正化が必要な事項）の具体的事例【区分④】

２．記載誤りの概要について（17／17）

直流125V主母線盤（３系統目）の「直流」が抜けていた。

※︓表2-3中に⽰すNo.に対応している。

20
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（1）記載誤りの発⽣要因の抽出及び分析
 今回の記載誤りのうち，審査に影響を及ぼすおそれのある区分①，区分②及び区分③に対して，記載誤りが発⽣した要

因を抽出し分析を⾏った。図3ｰ1に記載誤りの発⽣要因の分析結果を⽰す。

耐震設計に係るメー
カ設計図書の数値，
評価モデル図等の転
記間違い

◆作成担当がメーカ設計図書から耐震計算書の
作成に必要な数値等を読み取り，設計及び
⼯事計画認可申請書フォーマットに転記して
いた。この際，メーカ設計図書では多くの機器
の評価結果をまとめており，記載すべき数値
等を取り違えた。【①a･b･c･d,③a】

◆申請書の作成担当は，電気設備の設計に関
する知識は有していたが，耐震設計に係る業
務に不慣れであった。【①d･e,②a,③a】

【区分】 【記載誤りの内容】 【記載誤りの発⽣要因（直接要因）】 【記載誤りの発⽣要因（背景要因）】
①

図3ｰ1 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された記載誤りの発⽣要因の分析結果

３．記載誤りの発⽣原因について（１／４）

③ ①の転記間違い及
び②の反映間違いに
付随して発⽣した間
違い

◆既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に作成
したことにより，類似設備の記載を反映してし
まい，申請内容を適切に反映できていなかっ
た。【②a･b,③a】

既⼯認の類似設備
の耐震計算書を基
に耐震計算書を作
成したことによる反映
間違い

②

※︓所内常設直流電源設備（３系統⽬）は，技術基準規則第72条の特に⾼い信頼性の要求を受けて，Ｓｓによる耐震計算に加えてＳｄ⼜は静的
地震⼒による耐震計算を実施している。

a.①の転記間違い及び②の反映間違いを含むＳｓ
の耐震計算書を基にＳｄ⼜は静的地震⼒による
耐震計算書を作成※したため，Ｓｓの耐震計算
書の間違いが残った（①a･b･d,②a･bと同様）

a.転記すべき，数値を取り違えて記載した

b.異なる２種類の構造があるものの同⼀構造と誤
認し，誤った図⾯を貼付した

c.メーカ設計図書の数値の記載を間違えた

e.設計進捗により，改訂されたメーカ設計図書の反
映箇所を誤認した

d.メーカ設計図書の図⾯から概略構造図を作図す
る際に記載を間違えた

b.メーカ設計図書の図⾯が既⼯認の耐震計算書の
図⾯と同じであると誤認した

a.既⼯認の耐震計算書と同じ記載で良いと誤認し
た

21
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（2）記載誤りの発⽣原因の特定
 (1) の記載誤りの発⽣要因の抽出及び分析結果から，今回の記載誤りの発⽣原因を以下のとおり特定した。

◆原因１︓作成担当がメーカ設計図書から耐震計算書の作成に必要な数値等を読み取り，設計及び⼯事計画認可
申請書フォーマットに転記していた。

◆原因２︓耐震設計に係る業務に不慣れな者が作成に携わっていた。
◆原因３︓既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に今回設⼯認を作成した際に，今回設⼯認の内容に応じた修正，

反映が適切にできなかった。

（3）ダブルチェックで記載誤りを発⾒できなかった原因の特定
 （2）は申請書作成段階における記載誤りの発⽣原因であるが，設⼯認申請前の段階においては作成担当及びダブル

チェック者による記載内容の確認を実施することを社内規程に定めている。このダブルチェックで記載誤りが確認できていれば，
今回の記載誤りは防ぐことができたため，ダブルチェックにより記載誤りを発⾒できなかった要因について調査し，原因を特定
した。

○ダブルチェックで記載誤りを発⾒できなかった要因
・ ダブルチェック者は，作成担当のチェックに拘らず独⾃の視点でチェックすべきだった。（直接要因）
・ 記載誤りが発⽣した耐震計算書のダブルチェック者は，作成担当がチェックした結果（✓点）と耐震計算書を突き合

わせるなど，作成担当によるチェックの妥当性を確認するような⽅法をとっていた。（背景要因）
○ダブルチェックにより記載誤りを発⾒できなかった原因の特定

◆原因４︓ダブルチェック者が独⾃の視点でチェックすることが社内規程に定められていなかった。

３．記載誤りの発⽣原因について（２／４）
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表3-1 設⼯認の作成プロセスと所内常設直流電源設備（３系統⽬）設⼯認の対応状況（1／2）
記載項⽬ 記載内容 対応状況
3.3.3(4)
設⼯認申
請（届
出）書の
作成

設計を主管する組織の⻑は，設⼯認の設計として実施した「3.3.3(1) 基本設計⽅
針の作成（設計1）」及び「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条⽂への適合性を
確保するための設計（設計2）」からのアウトプットをもとに，設⼯認に必要な書類等を
以下のとおり取りまとめる。

・以下に⽰すプロセスに従い耐震計算書
等を作成している。

a. 要⽬表の作成
b. 施設ごとの基本設計

⽅針のまとめ
c. ⼯事の⽅法の作成

―
添付書類の作成に係る事項
ではないため，記載を省略

―

d. 各添付書類の作成 設計を主管する組織の⻑は，「3.3.3(2) 適合性確認
対象設備の各条⽂への適合性を確保するための設計（設
計2）」の設計結果及び図⾯等の設計資料をもとに，基
本設計⽅針に対する詳細設計の結果及び設計の妥当性
に関する説明が必要な事項を取りまとめた様式－6及び様
式－7を⽤いて，実⽤炉規則別表第⼆に⽰された添付書
類を作成する。

なお，実⽤炉規則別表第⼆に⽰された添付書類におい
て，解析コードを使⽤している場合には，添付書類の付録
として「計算機プログラム（解析コード）の概要」を作成する。

・各条⽂への適合性を⽰すために別表
第⼆に従い必要な添付書類を作成し
ている。

・今回は解析コードを使⽤していない。

23

（4）設計及び⼯事に係る品質マネジメントシステムに基づく対応状況の確認結果
 所内常設直流電源設備（３系統⽬）の設⼯認の添付書類「資料６ 設計及び⼯事に係る品質マネジメントシステム

に関する説明書」では，3.3.3（4）項において設⼯認申請（届出）書の作成，3.3.3（5）項において設⼯認申請
（届出）書の承認に係るプロセスを記載している。

 このため，今回記載誤りが確認された所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書が，上記プロセスに従い作
成されているかを確認した。その結果，表3-1に⽰す設⼯認の作成プロセスと所内常設直流電源設備（３系統⽬）設
⼯認の対応状況のとおり，各プロセスに問題がないことを確認した。

３．記載誤りの発⽣原因について（３／４）
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３．記載誤りの発⽣原因について（４／４）
表3-1 設⼯認の作成プロセスと所内常設直流電源設備（３系統⽬）設⼯認の対応状況（2／2）

記載項⽬ 記載内容 対応状況
3.3.3(4)
設⼯認申
請（届
出）書の
作成

e. 設⼯認申請書案の
チェック

(a) 設計を主管する組織でのチェック分担を明確にして
チェックする。

(b) チェックの結果としてコメントが付されている場合は，そ
の反映要否を検討し，必要に応じ資料を修正した上
で，再度チェックする。

(c) 必要に応じこれらを繰り返し，設⼯認申請書案のチェッ
クを完了する。

・設⼯認申請書の作成に係る要員を指
名し，担当者／ダブルチェック者を明確
にしている。

・チェックについては，申請書案の審査／
検証及びQMSチェックを社内規程に基
づき実施している。

3.3.3(5)
設⼯認申
請（届
出）書の
承認

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4)e. 設⼯認申請書案の
チェック」を実施した設⼯認申請書案について，設⼯認申請書の取りまとめを主管する組
織の⻑は，設計を主管する組織の⻑が作成した資料を取りまとめ，原⼦炉施設保安運
営委員会へ付議し，審議及び確認を得る。

また，設⼯認申請書の提出⼿続きを主管する組織の⻑は，原⼦炉施設保安運営
委員会の審議及び確認を得た設⼯認申請書について，原⼦⼒規制委員会及び経済
産業⼤⾂への提出⼿続きを承認する。

・指名された者による作成及びQMS
チェック等が実施されたことを取りまとめ，
原⼦炉施設保安運営委員会へ付議
し，確認を得ている。

・本店発電管理室にて，上記のプロセス
を確認の上，提出⼿続きを実施してい
る。
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（1）他申請件名の追加点検の検討
 現在，所内常設直流電源設備（３系統⽬）の設⼯認の審査のほか，並⾏して他申請件名の審査をいただいているた

め，他申請件名に同様の記載誤りがないか確認することを⽬的に追加点検を⾏うこととした。
 他申請件名の追加点検に当たっては，今回の記載誤りの原因が「３．（2）記載誤りの発⽣原因の特定」に記載したと

おり，「作成担当がメーカ設計図書から耐震計算書の作成に必要な数値等を読み取り，設計及び⼯事計画認可申請
書フォーマットに転記していた【原因１】」，「耐震設計に係る業務に不慣れな者が作成に携わっていた【原因２】」及び「既
⼯認の類似設備の耐震計算書を基に今回設⼯認を作成した際に，今回設⼯認の内容に応じた修正，反映が適切にで
きなかった【原因３】」ことであったことを踏まえ，追加点検範囲を表4-1のとおり設定した。

（2）他申請件名の追加点検結果
 他申請件名の追加点検の結果，ＳＡ変認申請（2023年8⽉31⽇申請）において，今回と同様の記載誤りが確認さ

れた。確認された記載誤りの内容を別紙3に⽰す。
 ＳＡ変認申請の耐震計算書に確認された記載誤りについて，所内常設直流電源設備（３系統⽬）と同様に整理する

と，区分①，区分②及び区分④に分類される。
 記載誤りの集約結果を表4-2及び表4-3に⽰す。また，区分①及び区分②の具体的事例を表4ｰ4及び表4-5に⽰す。

【原因１】
メーカ設計図書からの転記

の有無

【原因２】
耐震設計に不慣れな者が

作成

【原因３】
既⼯認の耐震計算書

を基に作成
追加点検の

要否

ＳＡ変認申請
（2023年8⽉31⽇申請） ○ ○ ○ 要

⽕災感知器BF変認申請
（2023年4⽉7⽇申請） 当該申請書に耐震計算書は含まれていない 不要

特重設⼯認申請
（2022年2⽉28⽇申請以降）

原則，耐震計算書フォーマットに基づき，メーカにて耐震計算書（案）を作成し，当社及びメーカにて記載
内容の確認を⾏っている。⼀部のメーカの耐震計算書では，メーカ設計図書から当社が数値の転記を⾏った
ものがあるが，その転記内容についてはメーカによるレビューを実施している。

不要

表4-1 他申請件名の耐震計算書の追加点検範囲

4．記載誤りを踏まえた他申請件名の追加点検について（1／6）
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表4-2 ＳＡ変認申請の耐震計算書に確認された記載誤りの集約結果（記載誤りの内容）

4．記載誤りを踏まえた他申請件名の追加点検について（2／6）

【区分の凡例】
① 耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い
② 既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い
④ 審査に直接影響を及ぼさない記載誤り（適正化が必要な事項）

No. 図書番号 図書名称 記載誤りの内容 区分

1
Ⅴ-2-10-1-6-6 緊急⽤125V系蓄電池の耐震性につい

ての計算書
新たに構造計画を⽰す記載としていた ②

2 ⽬録番号が抜けていた ④

3
Ⅴ-2-10-1-7-

15
緊急⽤直流125Vモータコントロールセ
ンタの耐震性についての計算書

概略構造図の基礎に係る記載に誤りがあった ①
（3箇所）

4 盤名称の（1），（2）が抜けていた ④
（2箇所）

区分 記載誤りの内容 ⾴数 箇所数

① 耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い 3 3

② 既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い 1 1

③ ①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い － －

④ 審査に直接影響を及ぼさない記載誤り（適正化が必要な事項） 3 3

表4-3 ＳＡ変認申請の耐震計算書に確認された記載誤りの集約結果
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（No.1※） Ⅴ-2-10-1-6-6 緊急⽤125V系蓄電池の耐震性についての計算書（構造計画の記載）

27

構造計画は既工事計画から変更がないため，既工事計画
から変更はない旨を記載すべきであったが，新たに構造計
画を示す記載としていた。

4．記載誤りを踏まえた他申請件名の追加点検について（3／6）
表4-4 既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違いの具体的事例【区分②】

※︓表4-2中に⽰すNo.に対応している。
上記の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係を図4-1に⽰す。
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（既⼯認添付書類より抜粋）
Ⅴ-2-10-1-6-6 緊急⽤125V系蓄電池の耐震性

についての計算書（構造計画の記載）
（No.1） Ⅴ-2-10-1-6-6 緊急⽤125V系蓄電池の

耐震性についての計算書（構造計画の記載）

28

構造計画は既工事計画からの変更はなく， 既工事計画から変更は
ない旨を記載すべきであった。

4．記載誤りを踏まえた他申請件名の追加点検について（4／6）

図4-1 No.1の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係【区分②】

2.1 構造計画
緊急用125V系蓄電池の構造計画について，平成30年10月

18日付け原規規発第1810181号にて認可された工事の計画
（以下，「既工事計画」という。）から変更はない。

【本来記載すべき事項】

【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：本来記載すべき事項（赤実線）

：基にした耐震計算書の記載（緑実線）
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表4-5 耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違いの具体的事例【区分①】

４．記載誤りを踏まえた他申請件名の追加点検について（5／6）

（No.3※） Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急⽤直流125Vモータコントロールセンタの耐震性についての計算書
（概略構造図の記載）

※︓表4-２中に⽰すNo.に対応している。
上記の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係を図4-2に⽰す。
その他の【区分①】に区分される記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係については別紙4参照。

後打ち金物及び基礎ボルトの数を誤って記載。
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メーカ設計図書（抜粋）
緊急⽤直流125Vモータコントロールセンタ（２）

構造計画の概略構造図

30

4．記載誤りを踏まえた他申請件名の追加点検について（6／6）

構造計画の概略構造図（盤の外形図）

図4-2 No.3の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係（概略構造図） 【区分①】

（No.3）Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急⽤直流125Vモータコントロール
センタの耐震性についての計算書（概略構造図の記載）

本来記載すべき図

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

基礎ボルトを示すチャンネルベース外形図を
基に作図すべきところ，取付ボルトを示す盤
の外形図を基に作図したため，後打ち金物
及び基礎ボルトの数を誤って記載した。
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（1）対策内容
 今回の記載誤りを踏まえ，所内常設直流電源設備（３系統⽬）及び同時に申請したＳＡ変認の耐震計算書に対し

て，記載誤りの修正を⾏い，設計メーカのレビューを受ける。（実施済）
 耐震計算書の作成担当及び過去の設⼯認申請時に耐震計算書の作成に携わった経験者の2名並びに作成担当Ｇｒ

マネージャーによる確認を⾏った上で，品質保証マネジメントシステムに沿ったプロセスを経て補正申請を⾏う。

（2）是正処置
 今回の記載誤りを踏まえた，再発防⽌対策を以下のとおり⾏う。

① 設計メーカから設計及び⼯事計画認可申請書フォーマットで作成した図書を提出させることにより，当社により設計及
び⼯事計画認可申請書フォーマットへの転記による間違いが起こらないよう改善を図る。
なお，前記の対応ができない場合は，社内による設⼯認申請書作成後に設計メーカにレビューを依頼する。

② これまでの設⼯認申請書作成，設⼯認申請書チェックに係る教育に加え，初めて耐震計算書の作成⼜はチェックに携
わる者に対しては，新たに耐震計算書作成及びチェックに係る教育を⾏い，当該業務に当たらせる。
また，耐震計算書の作成⼜はチェックにおいては，耐震設計に係る業務の経験を有する者が実施あるいは補助に付く
体制とする。

③ ダブルチェック者は作成担当がチェックした結果と耐震計算書を突き合わせるなど，作成担当によるチェックの妥当性を確
認するような⽅法ではなく，独⾃の視点でチェックするよう社内規程に定める。また，今回の事例について②のチェックに
係る教育資料に反映し，設⼯認申請書等の作成担当及びダブルチェック者に対して教育を⾏う。

５．今後の対応について
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（3 頁修正に

伴う適正化） 

別紙1

別紙1-1 32



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（架

台 1 個当たりの

蓄電池セル数

を記載していた

が ， 蓄 電 池 架

台の数に修正）

（計 3 箇所） 

別紙1-2 33



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

②既工認の類

似設備の耐震

計算書を基 に

耐震計算書を

作成したことに

よる反映間違い

（固有周期の記

載を，構造が同

様な装置の打

振試験の測定

結果から，剛と

する旨，修正） 

別紙1-3 34



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（EL.の有効

桁数を修正） 

別紙1-4 35



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の評価モ

デル図の転記

間違い（評価モ

デル図を 4 個

並び 2 段 1 列と

同じ記載として

いたが，架台に

合わせた評価

モデル図に修

正） 

④記載の適正

化（EL.の有効

桁数を修正） 

別紙1-5 36



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（転

倒 方 向 に 対 し

て，短辺・長辺

の引張力の大

き い 数 値 に 修

正） 

別紙1-6 37



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の評価モ

デル図の転記

間違い（評価モ

デル図を 4 個

並び 2 段 1 列と

同じ記載として

いたが，架台に

合わせた評価

モデル図に修

正） 

④記載の適正

化（EL.の有効

桁数を修正） 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（長

辺方向の要目

を修正） 

別紙1-7 38



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-4 直流 125V 主母線盤(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 

別紙1-8 39



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-4 直流 125V 主母線盤(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の評価モ

デル図の転記

間違い（転倒方

向に作用する，

ボルト列の表記

を修正） 

別紙1-9 40



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-4 直流 125V 主母線盤(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「直流」の記

載を追加） 

別紙1-10 41



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-5 無停電電源切替盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（数

値を修正）（計 6

箇所） 

別紙1-11 42



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-5 無停電電源切替盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（数

値を修正）（計 7

箇所） 

別紙1-12 43



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-5 無停電電源切替盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転 記 間 違 い

（EL.の修正） 

別紙1-13 44



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（取

付ボルトに係る

図の修正） 

②既工認の類

似設備の耐震

計算書を基 に

耐震計算書を

作成したことに

よる反映間違い

（主体構造の記

載修正） 

別紙1-14 45



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

②既工認の類

似設備の耐震

計算書を基 に

耐震計算書を

作成したことに

よる反映間違い

（構造の記載修

正） 

別紙1-15 46



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

②既工認の類

似設備の耐震

計算書を基 に

耐震計算書を

作成したことに

よる反映間違い

（注記の削除） 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い 

（EL.の修正） 

別紙1-16 47



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

②既工認の類

似設備の耐震

計算書を基 に

耐震計算書を

作成したことに

よる反映間違い

（機能確認済加

速度の数値の

修正）（計 2 箇

所） 

別紙1-17 48



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（取

付ボルトに係る

図の修正） 

別紙1-18 49



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-1 無停電電源装置（３系統目用）の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の評価モ

デル図の転記

間違い（転倒方

向に作用する，

ボルト列の表記

を修正） 

別紙1-19 50



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（3 頁修正に

伴う適正化） 

別紙1-20 51



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③①の転記間

違 い に 付 随 し

た間違い（架台

1 個当たりの蓄

電 池 セ ル 数 を

記 載 し て い た

が ， 蓄 電 池 架

台の数に修正）

（計 3 箇所） 

別紙1-21 52



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③②の反映間

違 い に 付 随 し

た間違い（固有

周期の記載を，

構造が同様な

装置の打振試

験の測定結果

から，剛とする

旨，修正） 

別紙1-22 53



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（EL.の有効

桁数を修正） 

別紙1-23 54



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③①の転記間

違 い に 付 随 し

た間違い（評価

モデル図を4個

並び 2 段 1 列と

同じ記載として

いたが，架台に

合わせた評価

モデル図に修

正） 

④記載の適正

化（EL.の有効

桁数を修正） 

別紙1-24 55



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-2 125V 系蓄電池(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③①の転記間

違 い に 付 随 し

た間違い（評価

モデル図を4個

並び 2 段 1 列と

同じ記載として

いたが，架台に

合わせた評価

モデル図に修

正） 

④記載の適正

化（EL.の有効

桁数を修正） 

別紙1-25 56



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-4 直流 125V 主母線盤(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（数値と単位

の間に半角ス

ペース追加） 

④記載の適正

化（数値と単位

の間に半角ス

ペース追加） 

④記載の適正

化（数値と単位

の間に半角ス

ペース追加） 

別紙1-26 57



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-4 直流 125V 主母線盤(３系統目)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③①の転記間

違いに付随し

た間違い（転倒

方向に作用す

る，ボルト列の

表記を修正） 

別紙1-27 58



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-5 無停電電源切替盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③①の転記間

違 い に 付 随 し

た間違い（数値

を修正）（計 6

箇所） 

別紙1-28 59



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-5 無停電電源切替盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③①の転記間

違 い に  付 随 し

た間違い（数値

を修正）（計  7

箇所） 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（数

値を修正）（計 6

箇所） 

別紙1-29 60



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-5 無停電電源切替盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（取

付ボルトの引張

力の数値を 修

正） 

別紙1-30 61



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-5 無停電電源切替盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③①の転記間

違 い に 付 随 し

た間違い（EL.

数値を修正） 

別紙1-31 62



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-5 無停電電源切替盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（取

付ボルトの引張

力の数値を 修

正） 

別紙1-32 63



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③①の転記間

違 い に 付 随 し

た間違い（取付

ボルトに係る図

の修正） 

③②の反映間

違 い に 付 随 し

た間違い（主体

構造の記載修

正） 

別紙1-33 64



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③②の反映間

違 い に 付 随 し

た間違い（構造

の記載修正） 

別紙1-34 65



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

③②の反映間

違 い に 付 随 し

た間違い（注記

の削除） 

③①の転記間

違 い に 付 随 し

た間違い（EL.

の修正） 

別紙1-35 66



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③②の反映間

違 い に 付 随 し

た間違い（機能

確認済加速度

の数値の修正）

（計 2 箇所） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-6 直流 125V 遠隔切替操作盤(３系統目用)の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

③①の転記間

違 い に 付 随 し

た間違い（取付

ボルトに係る図

の修正） 

別紙1-37 68



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

補足-7 所内常設直流電源設備（３系統目）の設置による重量増加に対する建屋の影響評価について 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の数値の

転記間違い（増

加重量の数値

の修正）（計 5

箇所） 

別紙1-38 69



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

本文 要目表 125V 系蓄電池（３系統目） 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

本文 基本設計方針 非常用電源設備 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「所内常設

直流電源設備

（３系統目）」の

記載に修正） 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 

別紙1-40 71



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 1-1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「所内常設

直流電源設備

（３系統目）」の

記載に修正） 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 

別紙1-41 72



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 1-1 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 2-別添 2 設定根拠に関する説明書（別添） 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（注記 *3 の

記 載 を 削 除 ）

（計 2 箇所） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 3 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 

別紙1-44 75



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 3 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 

別紙1-45 76



東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 5-2 防護すべき設備の設定 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化 （ EL. 高 さ の

修正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 5-2 防護すべき設備の設定 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化 （ EL. 高 さ の

追記） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 5-4 溢水影響に関する評価 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化 （ EL. 高 さ の

修正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 5-4 溢水影響に関する評価 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化 （ EL. 高 さ の

修正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 5-4 溢水影響に関する評価 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化 （ EL. 高 さ の

修正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-3-3 直流 125V 充電器（３系統目）の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-4 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化 （ 「 し な い も

の」の記載に修

正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-3 直流 125V 充電器（３系統目）の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 

④記載の適正

化（数値と単位

の 間 に 半 角 ス

ペース追加） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

資料 7-別添 1-3 直流 125V 充電器（３系統目）の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（特重設工認

の記載反映） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

第 4-2 図 その他発電用原子炉の附属施設 非常用電源設備 その他の電源装置（電力貯蔵装置）の構造図 125V 系蓄電池（３系統目） 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（2，3 個並び

2 段 1 列の架台

高さを修正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

補足-4 125V 系蓄電池（３系統目）の負荷切り離し及び給電操作手順について 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

補足-9 所内常設直流電源設備（３系統目）の電線路について 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正）（計 2箇所） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

補足-10 配置場所（特定重大事故等対処施設の建屋）への耐震設計上の機器荷重について 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（蓄電池及び

架台重量の修

正）（計 3 箇所） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

補足-14 第 54 条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の健全性評価） 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

補足-14 第 54 条に対する適合性の整理表（重大事故等対処設備の健全性評価） 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

補足-15 東海第二発電所 所内常設直流電源設備(３系統目）設置工事に係る設計及び工事計画認可申請について 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「所内常設

直流電源設備

（３系統目）」の

記載に修正） 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

補足-15 東海第二発電所 所内常設直流電源設備(３系統目）設置工事に係る設計及び工事計画認可申請について 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（所内常設直流電源設備（３系統目））及び補足説明資料 修正前後比較表 

補足-15 東海第二発電所 所内常設直流電源設備(３系統目）設置工事に係る設計及び工事計画認可申請について 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（「可搬型代

替直流電源設

備」の記載に修

正） 
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所内常設直流電源設備（３系統⽬）の耐震計算書等に確認された
記載誤りにおける耐震計算書等とメーカ設計図書との関係

別紙2-1

本資料のうち， は商業秘密⼜は核物質防護上の観点から公開できません。

別紙2
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別紙2-2

【区分①】
耐震設計に係るメーカ設計図書の
数値，評価モデル図等の転記間違い
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【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（1／17）

メーカ設計図書（抜粋）
125V系蓄電池（３系統⽬）架台外形図

（No.1） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書

（125V系蓄電池（３系統⽬）の構成の記載）

個数について蓄電池架台の数を記載する箇所を
架台１個あたりの蓄電池セル数を記載。

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

12

4

2

別紙2-3

（代表例）125V系蓄電池（３系統目）（4個並び2段1列）外形図

図①-1 No.1の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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別紙2-4

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（2／17）

メーカ設計図書（抜粋）
125V系蓄電池（３系統⽬）

（3個並び2段1列）評価モデル図（構造図）

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

：正しく記載された図（青実線）

評価モデル図（チャンネルベース図）

評価モデル図を同一図書内
の別の評価モデル図（4個並
び2段1列）を記載。

（No.3） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）の
耐震性についての計算書

（3個並び2段1列の評価モデル図の記載）

本来記載すべき図

図①-2 No.3の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係

評価モデル図（構造図）
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メーカ設計図書（抜粋）
125V系蓄電池（３系統⽬）

（2,3個並び2段1列）評価モデル図

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

：正しく記載された図（青実線）

評価モデル図（構造図）

評価モデル図（チャンネルベース図）

（No.3） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書

（2,3個並び2段1列の評価モデル図の記載）

本来記載すべき図

別紙2-5

評価モデル図を同一図書内
の別の評価モデル図（4個並
び2段1列）を記載。

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（3／17）

図①-3 No.3の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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（No.4） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書

（3個並び2段1列のボルトに作⽤する引張⼒の記載）

転倒方向に対して，短辺方向及び長辺方向の評価のうち，
引張力の大きい数値を記載するべき箇所に小さい数値を記載。

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

：正しい転記数値（青実線）

2.640×103

別紙2-6

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（4／17）

メーカ設計図書（抜粋）
125V系蓄電池（３系統⽬）

（3個並び2段1列）耐震評価結果

図①-4 No.4の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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メーカ設計図書（抜粋）
125V系蓄電池（３系統⽬）
（2,3個並び2段1列）機器要⽬

（No.5） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書

（2,3個並び2段1列の機器要⽬の記載）

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

：正しい転記数値（青実線）

メーカ設計図書の数値を転記
する際に誤った数値を記載。

別紙2-7

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（5／17）

図①-5 No.5の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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メーカ設計図書（抜粋）
直流125V主⺟線盤（３系統⽬）評価モデル図

（チャンネルベース図）

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

（No.6） 資料7ｰ3ｰ4 直流125V主⺟線盤（３系統⽬）
の耐震性についての計算書
（評価モデル図の記載）

本来記載すべき図転記間違い図

評価モデル図の転倒方
向に作用するボルト列の
記載を誤った。

別紙2-8

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（6／17）

図①-6 No.6の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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メーカ設計図書（抜粋）
無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）機器要⽬（構造図）

（No.7） 資料7ｰ3ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）の機器要⽬の記載）

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

無停電電源切替盤（３系統目用）機器要目（構造図）：改訂後

別紙2-9

改訂された「1.1 設計条件」は適切に反映できて
いたが，「1.2 機器要目」は反映が漏れた。

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（7／17）

無停電電源切替盤（３系統目用）機器要目（構造図）：改訂前

図①-7 No.7の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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メーカ設計図書（抜粋）
無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）機器要⽬（評価結果）

（No.7） 資料7ｰ3ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）の
ボルトに作⽤する引張⼒及びボルトの応⼒の記載）

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

：正しい転記数値（青実線）

18

37

73

8.160×103 3.131×104

7.392×103 2.888×104

無停電電源切替盤（３系統目用）機器要目（評価結果）：改訂前

無停電電源切替盤（３系統目用）機器要目（評価結果）：改訂後

別紙2-10

改訂された「1.1 設計条件」は適切に反映できていたが，
「1.3 計算数値」及び「1.4 結論」は反映が漏れた。

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（8／17）

図①-8 No.7の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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メーカ設計図書（抜粋）
無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）2Aの設計条件
無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）2Bの設計条件

（No.8） 資料7ｰ3ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）2B
の据付場所及び床⾯⾼さの記載）

基準床レベルの記載に際して機器名称が
酷似している別の盤の数値を記載。

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

：正しい転記数値（青実線）

無停電電源切替盤（３系統目用）2Aの設計条件

EL.8.20＊

無停電電源切替盤（３系統目用）2Bの設計条件

別紙2-11

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（9／17）

図①-9 No.8の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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別紙2-12

（No.9） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（概略構造図の記載）

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（10／17）

メーカ設計図書（抜粋）
直流125V遠隔切替操作盤（３系統⽬⽤）外形図

直流125V遠隔切替操作盤（３系統目用） 盤外形図

直流125V遠隔切替操作盤（３系統目用） チャンネルベース外形図

本来記載すべき図

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

図①-10 No.9の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係

メーカ設計図書から作図
する際に記載を間違えた。
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別紙2-13

メーカ設計図書（抜粋）
直流125V遠隔切替操作盤（３系統⽬⽤）外形図

直流125V遠隔切替操作盤（３系統目用） 盤外形図

直流125V遠隔切替操作盤（３系統目用） チャンネルベース外形図

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（11／17）

【凡例】
：転記間違い図（赤破線）
：本来記載すべき図（赤実線）

本来記載すべき図

（No.9） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（評価モデル図の記載）

図①-11 No.9の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係

メーカ設計図書から作図
する際に記載を間違えた。
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メーカ設計図書（抜粋）
直流125V遠隔切替操作盤（３系統⽬⽤）耐震評価結果

（No.13） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（据付場所及び床⾯⾼さの記載）

設置床レベルと基準床レベルの
記載箇所を逆に記載。

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

EL.18.00
（EL.20.30＊）

別紙2-14

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（12／17）

図①-12 No.13の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

：正しく記載された図（青実線）

本来記載すべき図

無停電電源装置（３系統目用）（評価モデル図）

無停電電源装置（３系統目用）（評価モデル図）

別紙2-15

改訂された「1.1 設計条件」から
「1.4 結論」は適切に反映できて
いたが，評価モデル図の反映が漏れた。

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（13／17）

メーカ設計図書（抜粋）
無停電電源装置（３系統⽬⽤）（評価モデル図）

（No.15） 資料7ｰ別添1ｰ1 無停電電源装置（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書（評価モデル図の記載）

図①-13 No.15の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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無停電電源切替盤（３系統目用）機器要目（評価結果）：改訂前

無停電電源切替盤（３系統目用）機器要目（評価結果）：改訂後

別紙2-16

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（14／17）

（No.21） 資料7ｰ別添1ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）の
ボルトに作⽤する引張⼒及びボルトの応⼒の記載）

メーカ設計図書（抜粋）
無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）機器要⽬（評価結果）

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

：正しい転記数値（青実線）

16

31

3.430×103 1.778×104

3.176×103 1.640×104

改訂された「1.1 設計条件」は適切に反映できていたが，
「1.3 計算数値」及び「1.4 結論」は反映が漏れた。

図①-14 No.21の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

：正しい転記数値（青実線）

2.697×103

別紙2-17

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（15／17）

（No.21） 資料7ｰ別添1ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）2Aの
ボルトに作⽤する引張⼒の記載）

メーカ設計図書（抜粋）
無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）2A耐震評価結果

メーカ設計図書の数値を転記する際に
誤った数値を記載。

図①-15 No.21の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

：正しい転記数値（青実線）

2.697×103

別紙2-18

メーカ設計図書（抜粋）
無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）緊急⽤耐震評価結果

（No.21） 資料7ｰ別添1ｰ5 無停電電源切替盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）緊急⽤の
ボルトに作⽤する引張⼒の記載）

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（16／17）

メーカ設計図書の数値を転記する際に
誤った数値を記載。

図①-16 No.21の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係
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別紙2-19

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（17／17）

メーカ設計図書を基に作成した重量増加に
対する建屋の影響評価整理表（社内資料）

（No.29） 補⾜－7 所内常設直流電源設備（３系統⽬）
の設置による重量増加に対する建屋の影響評価

について（増加重量の数値の記載）

メーカ設計図書にはチャンネルベースの重量を含んだ数値と，含まない数値が
あり，誤ってチャンネルベースの重量を含まない数値を転記した。

図①-17 No.29の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係

チャンネルベースの重量：見直し後

チャンネルベースの重量：見直し前
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別紙2-20

【区分②】
既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に
耐震計算書を作成したことによる反映間違い
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（既⼯認添付書類より抜粋）
V-2-10-1-6-3 125V系蓄電池A系／B系の耐震性

についての計算書（固有周期の記載）

（No.2） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書（固有周期の記載）

固有周期の算出方法について，既工認設備は打振試験をした結果を
記載しているが，125V系蓄電池（３系統目）は打振試験を実施してい
ないため，適切ではない。

【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：本来記載すべき事項（赤実線）

：基にした耐震計算書の記載（緑実線）

【本来記載すべき事項】

【区分②】既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い（1／5）

別紙2-21

図②-1 No.2の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係
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（No.10） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（主体構造の記載）

【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：本来記載すべき事項（赤実線）

：基にした耐震計算書の記載（緑実線）

別紙2-22

【区分②】既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い（2／5）

（既⼯認添付書類より抜粋）
V-2-10-1-6-2 緊急⽤無停電電源装置の耐震性

についての計算書（主体構造の記載）

壁掛形

図②-2 No.10の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係

直流125V遠隔切替操作盤（３系統目用）の主体構造は
壁掛形であるため，適切ではない。
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（No.11） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（構造の記載）

別紙2-23

【区分②】既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い（3／5）

（既⼯認添付書類より抜粋）
V-2-10-1-6-2 緊急⽤無停電電源装置の耐震性

についての計算書（構造の記載）

壁掛形

【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：本来記載すべき事項（赤実線）

：基にした耐震計算書の記載（緑実線）

図②-3 No.11の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係

直流125V遠隔切替操作盤（３系統目用）の構造は
壁掛形であるため，適切ではない。
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別紙2-24

【区分②】既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い（4／5）

（No.12） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（機器要⽬の注記の記載）

（既⼯認添付書類より抜粋）
V-2-10-1-6-2 緊急⽤無停電電源装置の耐震性
についての計算書（機器要⽬の注記の記載）

【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：基にした耐震計算書の記載（緑実線）

図②-4 No.12の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係

本設備は壁掛形であり，転倒方向毎の機器要目は記載不要としているため
注記は不要。
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既工認の類似設備の耐震計算書の「機能確認済加速度」の修正漏れ。

3.00

1.00

既工認の類似設備の耐震計算書（緊急用無停電電源装置）

別紙2-25

【区分②】既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い（5／5）

（No.14） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（機能確認済加速度の記載）

（既⼯認添付書類より抜粋）
V-2-10-1-6-2 緊急⽤無停電電源装置の耐震性
についての計算書（機能確認済加速度の記載）

図②-5 No.14の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

：基にした耐震計算書の記載（緑実線）

119



別紙2-26

【区分③】
①の転記間違い及び②の反映間違いに

付随して発⽣した間違い

120



①の転記間違い（No.1）に付随して発生した。

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

12

4

2

12

4

2

別紙2-27

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（1／14）

（No.16） 資料7ｰ別添1ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書

（125V系蓄電池（３系統⽬）の構成の記載）

（No.1） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書

（125V系蓄電池（３系統⽬）の構成の記載）

個数について蓄電池架台の数を記載する箇所を
架台１個あたりの蓄電池セル数を記載。

図③-1 No.16の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係
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【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：本来記載すべき事項（赤実線）

【本来記載すべき事項】 【本来記載すべき事項】

別紙2-28

②の反映間違い（No.2）に付随して発生した。

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（2／14）

（No.2） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書（固有周期の記載）

固有周期の算出方法について，既工認設備は打振試験をした結果を
記載しているが，125V系蓄電池（３系統目）は打振試験を実施してい
ないため，適切ではない。

（No.17） 資料7ｰ別添1ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書（固有周期の記載）

図③-2 No.17の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係
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【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

：正しく記載された図（青実線）

本来記載すべき図 本来記載すべき図

別紙2-29

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（3／14）

評価モデル図を同一図書内
の別の評価モデル図（4個並
び2段1列）を記載。

（No.3） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）の
耐震性についての計算書

（3個並び2段1列の評価モデル図の記載）

（No.18） 資料7ｰ別添ｰ1ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）
の耐震性についての計算書

（3個並び2段1列の評価モデル図の記載）

①の転記間違い（No.3）
に付随して発生した。

図③-3 No.18の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係
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【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

：正しく記載された図（青実線）

本来記載すべき図本来記載すべき図

別紙2-30

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（4／14）

評価モデル図を同一図書内
の別の評価モデル図（4個並
び2段1列）を記載。

（No.3） 資料7ｰ3ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）の
耐震性についての計算書

（2,3個並び2段1列の評価モデル図の記載）

（No.18） 資料7ｰ別添1ｰ2 125V系蓄電池（３系統⽬）の
耐震性についての計算書

（2,3個並び2段1列の評価モデル図の記載）

①の転記間違い（No.3）
に付随して発生した。

図③-4 No.18の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係
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本来記載すべき図転記間違い図本来記載すべき図転記間違い図

別紙2-31

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（5／14）

（No.6） 資料7ｰ3ｰ4 直流125V主⺟線盤（３系統⽬）
の耐震性についての計算書
（評価モデル図の記載）

評価モデル図の転倒方
向に作用するボルト列の
記載を誤った。

（No.19） 資料7ｰ別添1ｰ4 直流125V主⺟線盤（３系統⽬）
の耐震性についての計算書
（評価モデル図の記載）

①の転記間違い（No.6）
に付随して発生した。

図③-5 No.19の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）
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【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

別紙2-32

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（6／14）

（No.7） 資料7ｰ3ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書（機器要⽬の記載）

改訂された「1.1 設計条件」は適切に反映できていたが，
「1.2 機器要目」は反映が漏れた。

（No.20） 資料7ｰ別添1ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書（機器要⽬の記載）

①の転記間違い（No.7）に付随して発生した。

図③-6 No.20の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係
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別紙2-33

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（7／14）

（No.7） 資料7ｰ3ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）の
ボルトに作⽤する引張⼒及びボルトの応⼒の記載）
改訂された「1.1 設計条件」は適切に反映できていたが，
「1.3 計算数値」及び「1.4 結論」は反映が漏れた。

（No.20） 資料7ｰ別添1ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）の
ボルトに作⽤する引張⼒及びボルトの応⼒の記載）

①の転記間違い（No.7）に付随して発生した。

図③-7 No.20の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係

18

37

73

8.160×103 3.131×104
7.392×103 2.888×104

【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

8.160×103 3.131×104

7.392×103 2.888×104

18

37

73
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【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

EL.8.20＊ EL.8.20＊

34

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（8／14）

（No.8） 資料7ｰ3ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）2Bの
据付場所及び床⾯⾼さの記載）

基準床レベルの記載に際して機器名称が
酷似している別の盤の数値を記載。

（No.22） 資料7ｰ別添1ｰ5 無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）
の耐震性についての計算書

（無停電電源切替盤（３系統⽬⽤）2Bの
据付場所及び床⾯⾼さの記載）

①の転記間違い（No.8）に付随して発生した。

図③-8 No.22の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係
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35

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（9／14）

（No.9） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（概略構造図の記載）

本来記載すべき図

メーカ設計図書から作図
する際に記載を間違えた。

（No.23） 資料7ｰ別添1ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（概略構造図の記載）

本来記載すべき図

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

図③-9 No.23の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係

①の転記間違い（No.9）に付随して発生した。
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【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：本来記載すべき事項（赤実線）

36

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（10／14）

（No.10） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（主体構造の記載）

壁掛形

（No.24） 資料7ｰ別添1ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（主体構造の記載）

壁掛形

図③-10 No.24の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係

②の反映間違い（No.10）に付随して発生した。
直流125V遠隔切替操作盤（３系統目用）の主体構造は
壁掛形であるため，適切ではない。

130



【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：本来記載すべき事項（赤実線）

37

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（11／14）

（No.11） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（構造の記載）

壁掛形

（No.25） 資料7ｰ別添1ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（構造の記載）

図③-11 No.25の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係

②の反映間違い（No.11）に付随して発生した。

直流125V遠隔切替操作盤（３系統目用）の主体構造は
壁掛形であるため，適切ではない。

壁掛形
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38

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（12／14）

図③-12 No.26の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係

（No.12） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（機器要⽬の注記の記載）

【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

本設備は壁掛形であり，転倒方向毎の機器要目は記載不要としているため
注記は不要。

（No.26） 資料7ｰ別添1ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（機器要⽬の注記の記載）

②の反映間違い（No.12）に付随して発生した。
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【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

EL.18.00
（EL.20.30＊）

EL.18.00
（EL.20.30＊）

39

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（13／14）

（No.13） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（据付場所及び床⾯⾼さの記載）

設置床レベルと基準床レベルの
記載箇所を逆に記載。

（No.27） 資料7ｰ別添1ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（据付場所及び床⾯⾼さの記載）

①の転記間違い（No.13）に付随して発生した。

図③-13 No.27の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係
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【凡例】

：転記間違い数値（赤破線）

：本来記載すべき数値（赤実線）

40

【区分③】①の転記間違い及び②の反映間違いに付随して発⽣した間違い（14／14）

既工認の類似設備の耐震計算書の「機能確認済加速度」の修正漏れ。

3.00

1.00

（No.14） 資料7ｰ3ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（機能確認済加速度の記載）

3.00

1.00

（No.28） 資料7ｰ別添1ｰ6 直流125V遠隔切替操作盤
（３系統⽬⽤）の耐震性についての計算書

（機能確認済加速度の記載）

図③-14 No.28の記載誤りにおけるＳｓの耐震計算書との関係

②の反映間違い（No.14）に付随して発生した。
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（第５回ＳＡ変認） 修正前後比較表 

Ⅴ-2-10-1-6-6 緊急用 125V 系蓄電池の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

②既工認の類

似設備の耐震

計算書を基に

耐震計算書を

作成したこと

による反映間

違い（既工事計

画を読み込む

記載に修正） 

別紙3
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（第５回ＳＡ変認） 修正前後比較表 

Ⅴ-2-10-1-6-6 緊急用 125V 系蓄電池の耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（目録番号を

追加） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（第５回ＳＡ変認） 修正前後比較表 

Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急用直流 125V モータコントロールセンタの耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の評価モ

デル図等の転

記間違い（後打

ち金物及び基

礎ボルトに係る

図の修正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（第５回ＳＡ変認） 修正前後比較表 

Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急用直流 125V モータコントロールセンタの耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（盤名称の記

載を修正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（第５回ＳＡ変認） 修正前後比較表 

Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急用直流 125V モータコントロールセンタの耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の評価モ

デル図の転記

間 違 い （ 重 心

線 ， 基 礎 部 の

後打ち金物及

び基礎ボルトに

係 る 図 の 修

正）） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（第５回ＳＡ変認） 修正前後比較表 

Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急用直流 125V モータコントロールセンタの耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

④記載の適正

化（盤名称の記

載を修正） 
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東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請書（第５回ＳＡ変認） 修正前後比較表 

Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急用直流 125V モータコントロールセンタの耐震性についての計算書 

修正前（2023 年 8 月 31 日申請） 修正後 修正理由 

①耐震設計に

係るメーカ設計

図書の評価モ

デル図の転記

間違い（基礎部

の後打ち金物

及び基礎ボルト

に 係 る 図 の 修

正）） 
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ＳＡ変認申請の耐震計算書等に確認された
記載誤りにおける耐震計算書とメーカ設計図書との関係

別紙4-1

本資料のうち， は商業秘密⼜は核物質防護上の観点から公開できません。

別紙4
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別紙4-2

【区分①】
耐震設計に係るメーカ設計図書の
数値，評価モデル図等の転記間違い
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メーカ設計図書（抜粋）
緊急⽤直流125Vモータコントロールセンタ（２）

構造計画の概略構造図

別紙4-3

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（1／3）

構造計画の概略構造図（盤の外形図）

図①-１ No.３の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係

（No.3）Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急⽤直流125Vモータコントロール
センタの耐震性についての計算書（概略構造図の記載）

本来記載すべき図

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

基礎ボルトを示すチャンネルベース外形図を
基に作図すべきところ，取付ボルトを示す盤
の外形図を基に作図したため，後打ち金物
及び基礎ボルトの数を誤って記載した。
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メーカ設計図書（抜粋）
緊急⽤直流125Vモータコントロールセンタ（１）

構造計画の概略構造図

別紙4-4

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（2／3）

計算モデル図（盤の外形図）

図①-２ No.３の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係

（No.3）Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急⽤直流125Vモータコントロール
センタの耐震性についての計算書（計算モデル図の記載）

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

基礎ボルトを示すチャンネルベース外形図を
基に作図すべきところ，取付ボルトを示す盤
の外形図を基に作図したため，後打ち金物
及び基礎ボルトの数を誤って記載した。

計算モデル図のエビデンス（据付図）

本来記載すべき図
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メーカ設計図書（抜粋）
緊急⽤直流125Vモータコントロールセンタ（２）

構造計画の概略構造図

別紙4-5

【区分①】耐震設計に係るメーカ設計図書の数値，評価モデル図等の転記間違い（3／3）

計算モデル図（盤の外形図）

図①-３ No.３の記載誤りにおけるメーカ設計図書との関係

（No.3）Ⅴ-2-10-1-7-15 緊急⽤直流125Vモータコントロール
センタの耐震性についての計算書（計算モデル図の記載）

【凡例】

：転記間違い図（赤破線）

：本来記載すべき図（赤実線）

基礎ボルトを示すチャンネルベース外形図を
基に作図すべきところ，取付ボルトを示す盤
の外形図を基に作図したため，後打ち金物
及び基礎ボルトの数を誤って記載した。

計算モデル図のエビデンス（据付図）

本来記載すべき図
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別紙4-6

【区分②】
既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に
耐震計算書を作成したことによる反映間違い
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（既⼯認添付書類より抜粋）
Ⅴ-2-10-1-6-6 緊急⽤125V系蓄電池の耐震性

についての計算書（構造計画の記載）
（No.1） Ⅴ-2-10-1-6-6 緊急⽤125V系蓄電池の

耐震性についての計算書（構造計画の記載）

別紙4-7

構造計画は既工事計画からの変更はなく， 「既工事計画から変更は
ない」と記載すべきであった。

2.1 構造計画
緊急用125V系蓄電池の構造計画について，平成30年10月

18日付け原規規発第1810181号にて認可された工事の計画
（以下，「既工事計画」という。）から変更はない。

【本来記載すべき事項】

【凡例】

：転記間違い記載（赤破線）

：本来記載すべき事項（赤実線）

：基にした耐震計算書の記載（緑実線）

【区分②】既⼯認の類似設備の耐震計算書を基に耐震計算書を作成したことによる反映間違い

図②-１ No.１の記載誤りにおける既⼯認の類似設備の耐震計算書との関係
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